
<主な内容>

町臓昌の給与と職昌敏の状況････････････P2-3

国民車霊のお知らせ(撃生納付特例制度) ･ ･ P 4

4日より県の出先態閑が変わります･･････P 5

<別舘折り込み>

･4目i日より定額給付霊･子育て応援特別手当

交付申詰･給付等の受付を閏胎しまt.
･パスポートの日詰･交付は役場窓口へ

写真: 2月2了日iこ源酒田保育所で行われた

クツキ-作りでのひとコマ｡

詳細はまちのできごとをご覧ください｡
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等が定めS把でいます.職員の給与の内容は網と扶糞手当).通勤手当,

1.人件費の状況(-般会計決算)

区分 偖ｩj�馮ｹ�I*��ﾈﾏｲ�歳出額 們���轤�人件費 ��ﾈﾈ��b�平成18年度 
A 傳 �"���の人件費率 

平成 19年度 ��ﾂ���ﾃ鉄"�千円 3,711,930 ��x冷��s�ﾃ#���千円 1,032,287 坦�#r繝��% 29.13 

2.職員給与の状況(-般会計)

区分 剳ｽ成19年度当初予算 兌ﾙ�ﾃ#�D�7�9h�uﾈ蠅�前年度増減 

人件費 剞迚~ 1,051,442 ��x冷��ﾃ�sづ都��千円 27,537 

うち鵜殿職員分 ��x冷�ピ津�ヲ�千円 908,136 ��x冷�#づ鼎r�

3.職員の初任給の状況
(い20. 4. 1現在)

4.職員の平均給料月額
(口20. 4. 1現在)

区分 兌ﾘｼ�ｹ{�隗｢�平均年給 

一般行政職 ���3��ﾃC���42歳10月 

技能労務職 ���#cBﾃ����48歳〇月 

5･職員の経験年数別･学歴別平均給料月額の状況　　　　　　　(H20.4. 1現在)

区分 剏o験年数 佝��D��B�
了年以上10年未満 ���D闌��3�YD駛)i��

-般 行政職 ��Xｧy�"�円 245,500 ���#s�ﾃ����

高校卒 丼�9h�(,�+R�円 238,900 

経験年数
1 5年以上20年未満

円 301,300 

円 274,000 

広一筋かわぢ
I/'--覚21争3月(¥o｣80)



6 ･ -般行政職の級別職員数の状況　　　　　　　　　　　　　(H20. 4. 1現在)

区分 ��ｸ��2級 �8ｸ��4級 店ｸ��6級 

標準的な職務 偃X駟^*X皦饕�主幹 偃Xﾛ街ﾅy+r�課長補佐 副参事 �ｹ+zX�+r�ｼy+zX��饕�

職員数 妬�ﾂ�18人 �3Y�ﾂ�15人 土�ﾂ�了人 

構成比 澱繧R�20.4% �3偵３�17.0% 唐��R�8.0% 

7.職貫手当の状況(平成20年度支給割合)

区分 �ﾙ>�*ﾂ�国との異同 

期末手当 茶hﾈ隸｢茶�(ﾈ隸｢宙ﾇb��同じ 1.40月分1.60月分3.00月分 

勤勉手当 ��縱Xﾈ饂｣�縱Xﾈ饂｣�綛ﾈ饂｢�

扶養手当 ��ﾈ,��hﾇh,ﾈ�8*ｨ,�*ﾚH皦,h+X,I�X醜,ﾉWﾙwｸ/��8*�,H*"�同じ 
る扶養親族のある職員に支給 

住居手当 俾���,从�ｨ+Rﾉ�)��皦,X*�.��X醜-ﾈ+ﾘ,ﾘﾈ隗｣�"ﾃ���冷�同じ 
を超える家賃を払っている職員に支給 

通勤手当 �,ｨｼ雹yz8*｣&ｶﾘ決�8,Xﾏ�,ｨｴ�ｭh-h齪彿w�鋹9�/�y駅�+r�同じ 
る職員に支給 

8,退職手当

区分 仂���#�D��勤続25年 仂���3YD��最高限度 

自己都合 �#2綛ﾈ饂｢�33.5月分 鼎r綛ﾈ饂｢�59.28月分 

勧奨･定年 �3�經Xﾈ饂｢�41.34月分 鉄偵#以饂｢�59.28月分 

9.特別職の報酬等の状況
(い20. 4. 1現在)

広一穀かわぢ
平成21年3月偽a48の

10･部門別職貝数の状況　　　　(各年4. 1現在)

部門 剞E員数 剔ﾎ前年 増減数 
平成19年 兌ﾙ�ﾃ#�D��

-般行政 亳8橙�2 �2�1 

総務 �3��29 ��#��

税務 免ﾂ�10 ��#��

民生 �3R�32 ��#2�

衛生 途�6 ��#��

農林水産 唐�9 ���

商工 ���0 ���

土木 湯�10 ���

小計 ���"�99 ��#2�

特別行政 仆8屍�※25 ��c#B�△1 
小計 �#R�24 ��#��

特別会計 ��Y;��4 �2�△1 
下水道 釘�3 ��#��

その他 ����12 �"�

小計 ����18 ���

合計 �145 ��C��△4 

※教育長を含む



国民年金 碇｢ﾈ*穎(ﾘx+�,ﾚH�"�7�倆�檠]ｸﾊ�ik���
ー｢学生納付特例制度｣のご案内- �*ﾉj�ｹD霎��9oﾉY�8ﾅr�eｨ+Sォｨｳ#����>��ﾄ塔b��

日本国内に住a5すべての人は､ 20歳になった時から国民年金の被保険者となり､保険

料の納付が義務づiナられていますが､学生の方は所得が少ないことが-般的であること

から､学生本人の所得が-定額以下の場合iこ､在学期間中の保険料を後払いできる｢学生

納付特例制度｣があります｡学生納付特例制度の承認を受けると､その期間中の障害や死

亡といった不慮の事態には､障害基礎年金や遺族基礎年金を受Iナ取ることができます｡

国民年金保険料は退職(失業)による特例免除があります｡

特例免除とは審査の対象となる本人所得を退職などに伴い除外して審査を行い､保険料の免除がされる

ものです｡平成19年4月以降退職や失業をされた方で　現在も再就職されていないなど　国民年金保険料

の納付が困難な場合は.次の書類を添えて申請してください｡承認されれば平成20年7月までさかのぼっ

て平成21年6月までの免除が受けられます(ただし,配偶者や世帯主に-定の所得があるときは.保険料

免除が認められない場合があります)｡

▼必要書類:年金手帳､雇用保険の離職票や雇用保険受給資格者証など　退職や失業していることがわか

る公的機関の証明の写し(雇用保険などに加入していない場合は,勤務していた会社から｢住民税は普通

徴収でした｣という文書の記載された退職証明書を添付)､印鑑
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4�S)�ﾘ�)eﾙ�hｾﾉﾛｨｫ8吭
より　　　して､地方総合事務所などの県の出先機関を再編します｡

"県民センタ-の設置

地方総合事務所を廃止し､県民サ-ビスや現地性
の高い業務を行う県民センタ-を新たに設置しま

す｡

県南地方総合事務所　-　県南県民センタ-

臆県税事務所の再編

これまでどおり県税の賦課徴収全般を行う県税事

務所と､窓口収納等の住民サ-ビス業務及び賦課

業務の｣部を行う史書に再編します｡

稲敷県税事務所　-　土浦県税事務所稲敷支所

鵜農林事務所の設置
地方総合事務所農林部門,地域農業改良普及セン
タ-及び土地改良事務所を再編統合し,農林関係
出先機関が｣体となって農林業を振興する農林事
務所を新たに設置します｡

県南地方総合事務所(農林関係)
翻敷地域農業改良普及センタ-　う

稲敷土地改良事務所

土浦農林
事務所

"土木事務所の再編

検査部門､総務部門及び管理部門の-部を集約し
た土木事務所と,現地性の高い業務を行う工事事

務所に再編します｡

竜ヶ崎土木事務所　-　竜ヶ崎工事事務所

県民相談へ建築確認など

生活保護へ母子寡婦自立支援など

農林業の振興､ 僞�&�5ﾙw�ｹh�(,�,r�

県税の収納へ納税証明など

工事の入札･執行､占用許可など

ト　　　県南県民センタ-

ト
県南農林事務所

(営農相談など:稲敷地域農業改良普及センタ-)
(土地改良など:稲敷土地改良事務所)

ト　　土浦県税事務開放支所

ト　　　音ケ駐韓務所

※原則として､再編後の出先機関の所在地の変更はありません｡

国保被保険者証 退職被保険者証

お知らせ

4月から国民健康保険の
被保険者証が新しくなります

"貫t一〇〇　●〇〇〇

〇〇〇富農)

ま書　き(‖

今までお使いいただいていた国民健康保険被保険者証(以下『保険証』という)の有効期限が平成21年3月31日

で切れます｡ 4月l日からの新しい保険者証を3月下句に普通郵便(希望者には簡易書留郵便)でお届けします｡

新しい保険証は国民健康保険税を完納している世帯に､ -世帯ごとにまとめて世帯主様宛にお送りします｡

(国民健康保険未加入者でも世帯主様宛になります)ご家族皆様の分が届いたか､ご確認ください｡もし､謁

載内容に誤りがある場合には.町民課国保老人保健係までご連絡下さい｡なお､有効期限が切れた古い保険証

は､各自で確実に処分するか町民課国保老人保健係③番窓口まで返却してください｡

70歳以上75歳未満の方の自己負担割合( 1割)が延長されます
70歳以上75歳未満の方の窓口負担について､平成20年4月より1割から2割に見直しされるところを､平成

21年3月までの1年間, 1割に据え置かれていました｡これについて､さらに平成21年4月から平成22年3月ま

で1割負担を継続することになりました｡

(注) 3割負担の上位所得者の方､後期高齢者医療の対象となる障害認定を受けた方は除きます｡

㊨問合せ先⇔　町民課国保老人保健係　丁E｣84-2 1 1 1 (内線171､172)

圧殺かわぢ
平成21年3月tN｡48の



堕囲,題闇 ��b亅I�B�
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i_　　　　　　　　　　~　　　　　　　　~~　~~｢I ◆聞合せ先◆

l河内町長竿3689-1

:閣議閣

自己の充実･啓発や生活の向上のために,自発的に自分にあった方法で生涯を

通じて行う学習･ i ･それが『生涯学習』です｡
『生涯楽習のとびら』では,定期的に生涯学習に関する情報(案内や結果など)

を提供､お知らせしていきます｡

子育て学習講座
町内全小学校の入学説明会の機会を利用し､入学予

定者の保護者を対象に｢学童期の子育てアドバイス｣

と題して講話を行いました｡二人組でのロ-ルプレイ

ング(役割演習)を通して,話をしたくなる話の聞き方

を体験し､参加者は先生のお話を熱心に聞いていました｡

○日程1月26日(月)金江津小学校

2月　2日(月)長竿小学校

2月　5日(木)源清田小学校

2月12日(木)生坂小学校

家庭教育講演会
○期日:平成21年2月21日(土)午前10時一

〇会場　河内町農村環境改善センタ- (多目的ホ葛ル)

○演題: 『人間関係とコミュニケ-ション』

音楽と映像､そして語りで｢人間関係｣や｢コミュ

ニケ-ション｣の大切さについてお話をいただきまし

た｡映像の合間にギタ-演奏によるオリジナルの歌を

取り入れ,周りの人たちに優しくなれる思いと､心の

温かさを感じられる講演で､家庭教育学級生の方々な

ど57名の参加者は熱心に耳を傾けていました｡ ｢親と子｣

だけではなく,人とのコミュニケ-ションについて勉

強する良い機会になりました｡

講師の鈴木桂子先生(カウンセラ〇 ･前つくば市教育委員)

講師:松田　哲先生

(流通経済大学スポ-ツ健康科学部准教授)

第2回河内町歴史講座
○期日:平成21年2月22日(日)午前10時へ

○会場　河内町農村環境改善センタ- (農事研究室)

○演題: 『利根川下流域の和算と河内』
一会江津派､聞流､随朝陳から犬吠埼灯台までへ

○講師:鈴木　久先生(河内町文化財保護審議会委員)

町内外から24名の参加者があり,先生の話に熱心

に耳を傾けていました｡

瑚2諸君絡需I!



町民の快適な健康づくりの推進を目指して

保塵センター燈より
妊婦一般健康診査受診票が変わります

現在5回　-　4月｢日　から｢4回

平成21年4月から母子健康手帳に配布している.妊婦｣般健康診査受診票(ピンクの紙)の交付枚数が

変わり±す｡これは,妊婦さんが､健診費用の心配をせずに,必要な回数の妊婦健診を受けられるように

考えられた制度です｡現在は, 5回分の受診票を配布しておりますが､ 4月からは14回分となり､増えた

9回分の費用については.国と市町村で支援します｡ =の制度は､今後2年間にわたり､実施されるもの

です｡

※現在,母子健康手帳をお持ちの方で,出産予定日が4月1日以降の方には,受診票の交換と追加発行を

行います｡対象者には通知いたします｡詳細はそちらをご覧ください0

なお､ 4月1日からの母子健康手帳の交付は､保健センタ-のみになります｡

★新しい健診制度が始まり1年が経ちました★ -特定健診･特定保健指導を振り返って-

皆さんもご存知のとおり､ 20年4月から健診制度が大きく変わりま

した｡今までは病気の早期発見､治療を目的とした健診でしたが,新

しい健診は,生活習慣病を予防していくための健診,すなわち健診後

の保健指導に重点がおかれた健診になりました｡

メタポリックシンドロ-ムという言葉は､ ｣時期テレビなどで盛ん

に放送され耳にしたことがあると思いますが､実際にそれがどのよう

な危険があり､どうしたらいいのか,ということについては未だにあ

いまいな点も多く､他人事のように感じている方が多いと思います｡

健診後は要指導,要医療という結果とともに,動機付け支援,積極

的支援という判定がでますが､保健センタ-で実施した保健指導のた

めの教室に参加してくださった方は.対象者の10分の1くらいの人数

にととまり､健診の目的が十分に浸透していないことを実感しています｡

健診は､受けるだけでは効果がなく,その後の生活改善をしていく

ことが目的です｡糖尿病や､心血管疾患,脳血管疾患などの生活習慣病は,日ごろの生活習慣の改善によ

り予防が可能といわれています｡健診を受けた方は,この機会にぜひ.ご自身の生活習慣を見直してみて

ほしいと思います｡

保健センタ-ではへ　毎週火曜日､午前9時から､ウォ-キング教室を実施しています｡これから暖

かくなる季節,ウオ-キングも楽しいですよIまたへ　毎月へ｢美･アップストレッチ｣ ｢美と健康の教

室｣など楽しい教室も開催しております｡皆さんお気軽にこ参加ください｡詳細は健康カレンタ-を

こらんいただくか､保健センタ-にお問い合わせください｡

広一轍かわち
臆平成2'1争3ノブ(1a18の



子ともたちから

他のこもったプレゼント!
へ源清田保育所ありがとう会へ

2月27日､源清田保育所で3月に卒所を控えている

年長組の子ども達が､今までお世話になった地域の方

に感謝の気待ちを伝えようと｢ありがとう会｣を開催

しました｡

子ども達は午前中に自分たちでクッキ-づくりをし､

午後からお世話になった方や年中組のお友達を招待し

てありがとう会を催しました｡会では,お礼の手紙や

自分たちで作ったクッキ-を振る舞い､みんなで楽し

いひと時を過ごしました｡

保育所では,このように自分たちで作ることを経験

させることで食事づくりの大変a,楽しさ,みんなで

!食べる喜びを味わってもらうよう食青を推進していま

す｡

竜ヶ崎警察署協議会を

開催しました
竜ヶ崎警察署において,竜ヶ崎警察署協議会が開催

されました｡河内町と龍ヶ崎市から計7名の委員が参

加し､委員の方から次のような意見が出されました｡

※警察協議会は,警察署の管轄区域内における警察の

事務処理に関し､警察署長の諮問に応じるとともに､

警察署長に対して意見を述べる機関です｡

広●前かわぢ
職21争3月(1o48の

委
員
の
方
か
ら
出
た
意
見
は
次
の
と

お
り
で
す
｡

○
自
警
団
等
の
防
犯
組
織
指
導
者
の
若

返
り
を
図
り
､
組
織
の
活
性
化
と
活
発

な
自
主
防
犯
活
動
を
推
進
す
る
必
要
性

が
あ
る
｡
こ
の
た
め
､
近
く
開
催
さ
れ

る
警
察
署
協
議
会
員
が
加
盟
す
る
自
警

団
等
の
町
内
防
犯
会
合
に
お
い
て
､
組

織
の
若
返
り
を
図
っ
て
い
き
た
い
｡
警

察
は
自
警
団
等
の
組
織
若
返
り
と
活
性

化
に
つ
い
て
､
側
面
か
ら
支
援
し
て
ほ

し
い
｡

○
侵
入
盗
犯
は
､
｢
環
境
等
に
よ
っ
て
被

害
を
受
け
や
す
い
家
が
あ
る
｡
｣
　
と
聞
く

が
､
発
生
が
多
い
地
区
の
環
境
等
を
分

析
し
て
警
戒
活
動
等
を
強
化
し
､
犯
罪

の
抑
止
と
検
挙
を
図
っ
て
欲
し
い
｡

○
侵
入
盗
犯
を
抑
止
す
る
た
め
に
は
セ

ン
サ
-
ラ
イ
ト
の
設
置
等
､
住
民
自
ら

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策
を
講
ず
る
必
要
が

あ
る
｡
引
き
続
き
､
地
域
住
民
の
自
主

防
犯
意
識
高
揚
の
た
め
広
報
活
動
を
推

進
し
て
欲
し
い
｡

等
の
意
見
が
出
さ
れ
､
今
後
の
警
察
業

務
に
反
映
し
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
｡

茨
城
県
警
で
は
､
警
察
署
協
議
会
の

ホ
-
ム
ペ
-
ジ
を
開
設
し
て
お
り
ま
す
｡
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p
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w
w
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p
｢
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平成20年度交通功労者･優良運転者表彰式度器露呈､. g謹萱器器

われました｡当日,河内町からは関東交通

安全協会連合会表彰の優良運転者部門の高

橋良さん(下金江津)をはじめ13名が表彰

を受けました｡

町　　､

受賞者を代表して賞状を受け取る高橋良さん

表　彰　者　｣　覧

(敬称略)

高　橋　　　良(下金江津)

正(砂　　場)

男(上金江津)
明(平　　川)
- (北丸田)

子(田　　川)

衛(　宿　)

郎(浄　　玄)

池　田

細　谷　光

森　田　美

古　手　誠

木　村　武

大　野

真　仲　三

石　坂　岩　美(新　　橋)

菅　谷　キヌ子(愛宕町)

田　仲　　　実(十三間戸)

雑　費　文　男(庄布川)

津　根　　　勉(開　　場)

○関東交通安全協会連合会表彰
･優良運転者

○茨城県表彰･交通安全功労者

･優マ-ク交付優良運転者

｢
i
難

　

辞

　

が

わ

も

俳

面

会

春
立
つ
や
木
彫
の
能
:
e
う
す
挨

杉
原
　
和
代

鴬
や
再
け
ば
告
げ
た
き
想
ひ
あ
り

鴻
野
　
た
け

早
春
や
千
年
と
言
ふ
神
の
杉

大
野
け
い
子

鴬
や
晩
婦
の
娘
に
幸
あ
ら
む

大
野
志
げ
子

は
ら
か
ら
の
祝
賀
の
宴
や
梅
香
る

橋
爪
　
か
ん

生
か
さ
れ
て
生
き
る
幸
せ
初
音
聞
く

川

口

　

ふ

く

ひ
と
り
言
少
し
温
か
春
立
ち
ぬ

吉
田
　
四
郎

菜
の
花
に
南
総
の
海
の
た
り
か
な

若
泉
　
栄
治

餅
花
を
柳
に
さ
け
し
神
か
き
り

椿

　

　

公

子

晴
れ
の
日
の
光
あ
つ
め
て
猫
柳

大

塚

　

一

重

や
ぶ
か
ら
し
連
山
ま
で
も
枯
し
を
り

淳
根
と
し
お

小
鳥
来
て
枝
ゆ
れ
や
ま
ず
椿
咲
く

田
沼
　
和
子

春
の
風
邪
誰
か
が
ひ
い
て
る
会
議
か
な

寺
田
　
節
子

初
春
や
母
よ
り
聞
き
し
数
え
歌

遠
藤
　
正
雄

立
春
の
顔
ざ
ぶ
ざ
ぶ
と
洗
ひ
り
り

田
中
　
康
夫

緑

　

薫

　

が

わ

も

矩

歌

会

面
積
に
不
釣
り
合
い
な
る
ト
ラ
ク
タ
ー
貧
の
原
因
田
の
中
に
見
ゆ

冬
田
か
ら
寒
風
す
さ
ぶ
農
道
を
ジ
ョ
ギ
ン
グ
の
人
影
と
道
づ
れ

も
う
行
け
ぬ
遠
野
に
遊
び
し
思
い
出
に
や
わ
ら
か
さ
葉
の
呼
ぶ
如
く
鳴
る

青
野

石
山

退
屈
と
一
緒
に
歩
く
冬
の
追
い
つ
か
相
手
を
置
き
忘
れ
く
る
　
青
木



音　　音こ

3月納期の納税は

ありません

醜1老君詑狂E

(登録用QRコ-ド)

生
活

小
児
慢
性

特
定
疾
患
ピ
ア
相
談

慢
性
疾
患
の
お
子
さ
ん
を
お
持

ち
の
方
の
育
児
や
日
常
生
活
に
対

す
る
不
安
･
悩
み
に
つ
い
て
､
同

じ
よ
う
な
経
験
を
持
つ
　
｢
ピ
ア
相

談
員
｣
　
が
電
話
で
相
談
に
応
じ
て

い
ま
す
｡
料
金
は
無
料
で
す
｡

/
　
相
談
申
し
込
み
受
け
付
け
時
間

平
日
　
午
前
_
 
o
時
-
午
後
4
時

ノ
バ
/
対
象

小
児
慢
性
疾
患
に
擢
患
し
て
い
る

お
子
さ
ん
を
お
持
ち
の
方

申
込
方
法

電
話
で
申
し
込
み
後
､
ピ
ア
相
談

員
か
ら
折
り
返
し
連
絡
し
､
不
安

や
倦
み
に
つ
い
て
相
談
を
受
け
ま
す
｡

ハ
申
込
み
及
び
問
合
せ
先

茨
城
県
難
病
団
体
連
絡
協
議
会

Ⅲ

o

2

9

-

2

4

4

-

4

5

3

5

-
1
O
2
9
-
2
4
4
-
4
5
3
5

国
保
･
医
療
･
介
護

な
ん
で
も
電
話
相
談
室

ハ
)
と
き

平
成
2
 
-
年
4
月
‖
日
(
土
)

午
前
_
 
o
時
-
午
後
4
時

◇
受
付
電
話
番
号

皿

o

2

9

-

8

2

3

-

7

9

3

0

<
,
回
答
者

ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
-
 
､
ケ
-
ス
ワ
ー

カ
-
 
､
医
療
･
福
祉
団
体
の
ス
タ
ッ

フ/
)
相
談
料
　
無
料

余
お
受
け
す
る
相
談
内
容

医
療
や
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
で

困
っ
て
い
る
こ
と
､
費
用
や
保
険

料
負
担
で
困
っ
て
い
る
こ
と
､
負

担
軽
減
策
な
ど

◇
主
催

茨
城
県
社
会
保
障
推
進
協
議
会

冊

o

2

9

-

8

2

3

1

1

9

3

0

/

-

､

龍
ヶ
崎
市
営
斎
場

一
時
利
用
休
止
に
つ
い
て

龍
ヶ
崎
市
営
斎
場
は
､
昭
和
5
7

年
に
開
設
し
､
す
で
に
2
6
年
が
経

過
し
長
期
間
の
使
用
に
よ
り
老
朽

化
が
進
ん
で
い
る
た
め
､
火
葬
炉

等
の
大
規
模
な
改
修
工
事
を
4
月

1
日
か
ら
7
月
3
 
-
日
ま
で
の
4
ヵ

月
間
予
定
し
て
お
り
ま
す
｡
工
事

期
間
中
は
､
市
営
斎
場
を
全
面
閉

鎖
し
て
工
事
を
行
う
こ
と
と
な
る

た
め
､
こ
の
期
間
中
火
葬
業
務
を

行
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
｡

ご
利
用
の
皆
様
に
は
大
変
ご
迷

惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
､
ご

理
解
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お

願
い
い
た
し
ま
す
｡

ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
?

検
察
審
査
会

交
通
事
故
､
詐
欺
､
脅
し
な
ど

の
犯
罪
の
被
害
に
あ
い
､
警
察
や

検
察
庁
に
訴
え
た
が
､
検
察
官
が

そ
の
事
件
を
起
訴
し
て
く
れ
な
い

の
は
､
納
得
で
き
な
い
､
も
う
一

度
審
査
で
き
な
い
も
の
か
｡
こ
の

よ
う
な
不
満
を
お
持
ち
の
方
の
た

め
に
検
察
審
査
会
が
あ
り
ま
す
｡

ご
相
談
に
関
す
る
費
用
は
無
料
で
､

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
｡
お
問

い
合
わ
せ
は
､
次
の
検
察
審
査
会

へ
お
気
軽
に
ど
う
ぞ
｡

◆
問
合
せ
先

〒

3

0

0

-

8

5

6

7

土
浦
市
中
央
-
-
-
 
3
-
-
 
2

水
戸
地
方
裁
判
所
土
浦
支
部
内

土
浦
検
察
審
査
会
事
務
局

Ⅲ

o

2

9

-

8

2

1

-

4

3

5

9

ひ
ば
り
<
ん
防
犯
メ
ー
ル

に
登
録
を

｢
ひ
ば
り
く
ん
防
犯
メ
-
ル
｣
は
､

県
民
の
自
主
防
犯
に
役
立
つ
よ
う

犯
罪
情
報
や
地
域
安
全
情
報
､
交

通
安
全
情
報
な
ど
を
携
帯
電
話
や

パ
ソ
コ
ン
に
メ
-
ル
で
配
信
す
る

も
の
で
す
｡
登
録
希
望
者
は
､
次
の

登
録
用
メ
-
ル
ア
ド
レ
ス
に
｢
空

メ
-
ル
｣
を
送
信
し
て
く
だ
さ
い
｡

a
d
d
㊥
ヨ
a
i
二
七
〇
〇
i
8
.
p
｢
①
F
.
i
b

a
r
a
k
i
.
｣
p
(
@
の
次
は
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
で
｢
ヨ
a
i
こ
､
数
字
で
｢
1
｣

で
す
｡
)
　
添
付
資
料
の
Q
R
コ
-

ド
と
ひ
ば
り
く
ん
の
画
像
も
ご
参

I
l
､

照
く
だ
さ
い
｡
通
信
料
は
､
利
用

者
の
負
担
に
な
り
ま
す
｡

◆
問
合
せ
先

県
警
察
本
部
生
活
安
全
総
務
課

Ⅲ

o

2

9

-

3

0

-

I

O

l

-

0

(
内
3
0
2
3
)

不
動
産
鑑
定
士
に
よ
る

不
動
産
無
料
相
談
会

｢

　

　

　

　

　

　

_

　

　

　

　

　

_

_

_

_

_

_

i

_

_

_

_

_

_

_

｣

不
動
産
鑑
定
士
が
､
不
動
産
の

価
格
な
ど
の
相
談
に
無
料
で
お
応

え
し
ま
す
｡

◆
日
時
･
会
場

【
土
浦
会
場
】

平
成
2
宣
年
4
月
3
日
(
金
)

午
前
9
時
3
0
分
-
正
午

茨
城
県
県
南
生
涯
学
習
セ
ン
タ
-

小
講
座
室
1

土
浦
市
大
和
町
9
-
l
ウ
ラ
ラ
ビ
ル
5
F

【
牛
久
会
場
】

平
成
2
 
1
年
4
月
6
日
(
月
)

午
前
9
時
約
分
-
正
午

牛
久
市
中
央
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

2
F
小
諸
座
室

牛
久
市
柏
田
町
1
6
0
6
-
1

◆
申
込
方
法

当
日
会
場
に
て
お
申
込
み
く
だ
さ
い
｡



広諒かわぢ
平成21年3月の'a48の

◆
問
合
せ
先

社
団
法
人

茨
城
県
不
動
産
鑑
定
士
協
会

Ⅲ

o

2

9

-

2

4

6

-

1

2

2

2

募
集

家
庭
生
活
支
援
員
の
登
録

を
募
集
し
ま
す

母
子
家
庭
や
父
子
家
庭
お
よ
び

寡
婦
の
方
が
､
自
立
の
た
め
の
修

学
や
急
な
疾
病
な
ど
の
た
め
に
生

活
援
助
や
保
育
サ
ー
ビ
ス
が
必
要

な
場
合
に
馬
子
家
庭
な
ど
の
自
宅

に
お
い
て
身
の
回
り
の
世
話
を
行
っ

た
り
支
援
員
の
自
宅
で
子
ど
も
を

預
か
る
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
家
庭
生

活
支
援
員
を
募
集
し
ま
す
｡

◆
支
援
の
内
容

･
生
活
援
助
-
母
子
家
庭
等
の
自

宅
に
お
け
る
食
事
や
身
の
回
り
の

世
話
､
住
居
の
掃
除
､
生
活
必
需
品
等

の
買
い
物
､
医
療
機
関
等
と
の
連
絡

･
子
育
て
支
援
-
家
庭
生
活
支
援
員

の
自
宅
等
に
お
け
る
乳
幼
児
の
保
育

◆
資
格
要
件

･
生
活
援
助
‥
ホ
-
ム
ヘ
ル
パ
-

3
級
以
上

･
子
育
て
支
援
‥
保
育
士

◆
手
当

生
活
援
助
や
子
育
て
支
援
の
サ
-

ビ
ス
を
行
っ
た
場
合
､
時
間
数
に

応
じ
報
償
費
が
支
給
さ
れ
ま
す
｡

◆
そ
の
他

･
家
庭
生
活
支
援
員
登
録
申
請
書

に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
､
証
明

書
の
写
し
を
添
え
て
F
A
X
ま
た

は
郵
送
で
申
込
み
く
だ
さ
い
｡
登

録
用
紙
は
､
役
場
町
民
課
窓
口
に

あ
り
ま
す
｡

･
こ
の
制
度
を
利
用
し
た
い
方
は
､

事
前
に
役
場
町
民
課
担
当
を
通
じ

県
へ
登
録
し
て
く
だ
さ
い
｡

◆
申
込
先
及
び
問
合
せ
先

〒

3

-

0

-

0

0

6

5

水
戸
市
八
幡
町
‖
-
5
2

母
子
福
祉
セ
ン
タ
ー

間

o

2

9

-

2

2

1

-

8

4

9

7

F

O

2

9

-

2

2

1

-

8

6

1

8

国
税
専
門
官
採
用
試
験

国
税
局
や
税
務
署
に
お
い
て
､

税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
と
し
て
法

律
･
経
済
･
会
計
等
の
専
門
知
識
を

駆
使
し
､
国
税
の
賦
課
･
徴
収
な
ど

の
事
務
を
行
う
国
税
専
門
官
の
採

用
試
験
を
次
の
通
り
実
施
し
ま
す
｡

◆
受
験
資
格

1
　
昭
和
5
5
年
4
月
2
日
-
昭
和

6
3
年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
者

2
　
昭
和
6
3
年
4
月
2
日
以
降
生

ま
れ
の
者
で
次
に
掲
げ
る
者

(
-
)
大
学
を
卒
業
し
た
者
及
び
平

成
2
2
年
3
月
ま
で
に
大
学
を
卒
業

見
込
み
の
者

(
2
)
人
事
院
が
(
-
)
に
掲
げ
る
者

と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

◆
試
験
の
程
度
　
大
学
卒
業
程
度

◆
受
験
申
込
期
間

平
成
2
 
1
年
4
月
1
日
(
水
)
-
_
 
4
日

(
火
)
(
通
信
日
付
有
効
)

◆
申
込
書
提
出
先

希
望
す
る
第
-
次
試
験
地
を
所
轄

す
る
国
税
局
ま
た
は
国
税
事
務
所

◆
試
験
日

第
1
次
試
験
　
6
月
_
 
4
日
(
日
)

第
2
次
試
験
　
了
月
-
 
-
日
(
火
)
-

2
8
日
(
火
)
　
の
い
ず
れ
か
-
日

◆
試
験
地

第
-
次
試
験
　
高
崎
市
､
さ
い
た

ま
市
､
新
潟
市
､
松
本
市
ほ
か

第
2
次
試
験
　
さ
い
た
ま
市
ほ
か

◆
合
格
発
表
日

舞
1
次
試
験
合
格
者
　
7
月
7
日
(
火
)

最
終
合
格
者
.
8
月
2
 
-
日
(
金
)

◆
問
合
せ
先

関
東
信
越
国
税
局
人
事
第
二
課
試
験
係

Ⅲ

o

4

8

-

6

0

0

-

3

-

-

1

(
内
線
2
0
9
5
､
2
0
9
7
)

労
働
基
準
監
督
官
募
集

労
働
基
準
監
督
官
は
､
労
働
基

準
関
係
法
令
に
基
づ
い
て
あ
ら
ゆ

る
事
業
場
に
立
ち
入
り
､
事
業
主

に
法
に
定
め
る
規
準
を
遵
守
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
､
労
働
条
件
の
確

保
･
向
上
､
労
働
者
の
安
全
や
健

康
の
確
保
を
図
り
､
ま
た
､
労
災

補
償
の
業
務
を
行
う
こ
と
を
任
務

と
す
る
厚
生
労
働
省
の
専
門
職
員

で
す
｡

◆
受
験
資
格

1
　
昭
和
5
5
年
4
月
2
日
-
昭
和

6
3
年
4
月
-
日
生
ま
れ
の
者

2
　
昭
和
6
3
年
4
月
2
日
以
降
生

ま
れ
の
次
に
掲
げ
る
者

(
I
)
大
学
を
卒
業
し
た
者
お
よ
び

平
成
2
2
年
3
月
ま
で
に
大
学
を
卒

業
す
る
見
込
み
の
者

(
2
)
人
事
院
が
(
-
)
に
掲
げ
る
者

と
同
等
の
資
格
が
あ
る
と
認
め
る
者

◆
試
験
の
程
度
　
大
学
卒
業
程
度

◆
申
込
受
付
期
間

平
成
2
 
-
年
4
日
工
日
(
水
)
-
1
4
日

(
火
)
(
通
信
日
付
有
効
)

◆
試
験
日

第
1
次
試
験
日
　
平
成
2
 
1
年
6
月

_
 
4
日
(
日
)

第
2
次
試
験
日
　
(
第
-
次
試
験
合

格
者
)
　
平
成
2
 
-
年
7
月
2
2
日
(
水
)
､

2
3
日
(
木
)
の
指
定
さ
れ
た
日

◆
問
合
せ
先

茨
城
労
働
局
総
務
課

阻

o

2

9

-

2

2

4

-

6

2

1

1

Ⅲ
h
〔
青
で
‥
¥
¥
w
w
w
.
i
b
a
｢
a
k
i
○
○
⊆
d

o
u
k
y
o
k
声
調
〇
.
｣
p
¥

ご
案
内

｢
特
別
慰
労
品
｣
贈
呈
の
受
付

は
平
成
2
 
1
年
3
月
3
 
1
日
ま
で

◎
外
地
か
ら
の
引
揚
者
(
引
揚
者
)

◎
恩
給
な
ど
を
受
け
て
い
な
い
旧

軍
人
の
方
(
恩
給
欠
格
者
)

◎
シ
ベ
リ
ア
な
ど
で
強
制
抑
留
さ

れ
た
方
(
戦
後
強
制
抑
留
者
)

に
　
｢
特
別
慰
労
品
｣
　
を
贈
呈
し
て

い
ま
す
｡
(
ご
本
人
か
ら
の
請
求

に
基
づ
い
て
贈
呈
さ
れ
､
ご
遺
族

の
方
か
ら
の
請
求
は
出
来
ま
せ
ん
｡
)

｢
引
揚
者
｣
は
､
終
戦
の
日
ま
で

引
き
続
き
1
年
以
上
外
地
で
生
活

し
て
い
て
戦
後
引
き
上
げ
て
き
た

家
族
全
員
が
対
象
で
す
｡

請
求
書
等
は
､
町
民
課
窓
口
に

あ
り
ま
す
｡
未
請
求
の
方
は
早
急

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
｡

資
格
要
件
等
の
ご
質
問
は
､
左

記
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
｡

◆
問
合
せ
先

(
独
)
　
平
和
記
念
事
業
特
別
基
金

阻

o

-

2

0

-

2

3

4

-

9

3

3

｢
家
族
を
支
え
る
会
｣
開
催

家
族
の
中
に
精
神
障
害
の
子
ど



社会福祉協議会から

お知らせ

平成21年3月31日をもって社会福

祉法大河内町社会福祉協議会指定訪

問介護事業所としての訪問介護事業(ヘ

ルパ-)を廃止することになりました｡

事業開始からの約9年間にわたり

利用者,各関係機関の皆さまには厚

く御礼申し上げます｡なお,居宅介

護事業につきましては引き続き継続

いたしますので,今後ともよろしく

お願いいたします｡

㊧問合せ先,`3河内町社会福祉協議会

丁Eし84-2830

広~毅かわら
平城21牢3月/州｡48の

受験種目 冰ﾉOX齪��ｪ�"ほLｪXｵｩEﾂ��自衛隊幹部候補生(-般･技術) 

受験資格 兌ﾙ�ﾃ#�D繆ﾈ��?ｨﾋｸﾝﾘ,R�平成22年4月1日現在で 

-般:18歳以上34歳未満 訳#(ﾜ闌��3#hﾜ駛)i�,ﾈ�"�

の者 亡#�ﾜ闌��3#(ﾜ駟ii�,ZI�Xｧx/��

技能:18歳以上で保有す ��(ｼb位俛隴ﾈ-笘+X+ﾘ�)iH,ﾘ､���
る技能に応じて53 �,�*�*�.乂xﾕｨ/��(ｼh+X+ﾘ�ｨﾘx,R�

歳へ55歳未満の者 ��Xｧy�(ｼh,��ｩ9h,iDh-�.x.ｨ.倆"�X�8齎ｧx肩/��8*�+ﾓ#緯駛)i�,ﾈ�"�

受付 滴ﾈ��9?ｨｸﾂ�-ﾈ,R�4月1目的へ5月12日収ほで 

試験期日 滴ﾈ���?ｨ�C�僮(*ﾙ?｢咾#�?｢�1次:5月16日出 5月1了日旧〉(飛行要員のみ) 
(月)のいずれか1日を指定 �(鴣｣hﾈ��imｩ4�-c��?｢��,ﾈ*B�+�y.�+x.�?｢�

場所 兔ｩ7(ｦY�ﾈ,�,ｩ&ﾘ+X-ﾈ+z��別途各人に通知します｡ 

※藷しくは､下記のところまでお問合せください｡

茨城県龍ヶ崎市寺後3 6 2 9-5

自衛隊茨城地方協力本部　龍ヶ崎地域事務所　皿0297(64)3351

UR｣皿p //-modgo｣P/PC○/iba｢aki/ E-mail hqトiba｢aki@pc○mod.go｣p

も
を
持
つ
父
母
や
兄
弟
が
集
ま
っ

て
､
毎
月
1
回
　
｢
家
族
を
支
え
る

会
｣
　
を
開
催
し
て
い
ま
す
｡
｢
支

え
る
会
｣
　
は
家
族
だ
け
が
参
加
で

き
る
会
で
､
病
気
や
福
祉
制
度
に

つ
い
て
の
勉
強
の
ほ
か
､
安
心
し

て
悩
み
を
話
し
合
い
､
多
く
の
参

考
意
見
が
聞
け
る
場
で
す
｡
事
前

の
申
し
込
み
は
不
要
で
す
の
で
､

初
め
て
参
加
さ
れ
る
方
も
是
非
一

度
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
｡

日
程
･
場
所

･
平
成
2
 
-
年
4
月
4
日
(
土
)

･
平
成
2
 
-
年
6
月
6
日
(
土
)

龍
ヶ
崎
市
総
合
福
祉
セ
ン
タ
-

(
龍
ヶ
崎
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
-
道
向
)

龍
ヶ
崎
市
川
原
代
町
5
0
-
4

Ⅲ

o

2

9

了

-

6

2

-

5

8

5

-

時
間
　
午
後
-
時
-
3
時
3
0
分

主
催
　
龍
ヶ
崎
地
方
家
族
会

問
合
せ
先

Ⅲ

o

9

0

-

5

4

2

5

-

2

2

3

6

(
長
瀬
)

(
社
)
竜
ヶ
崎
青
年
会
議
所
主
催

業
績
u
p
セ
ミ
ナ
ー
2
○
○
9

日
時
･
内
容

第

-

･

2

回

(
4
月
_
0
日
(
金
)
､
_
4
日
(
火
)
)

【
企
業
の
未
来
を
見
つ
め
る
-
】

講
師
-
瀬
戸
寅
文
税
理
士
事
務
所

瀬
戸
貴
文
氏

○
長
期
的
な
事
業
計
画
を
見
直
す
･

直
近
の
事
業
計
画
の
作
成
な
ど

○
自
分
年
表
の
作
成
･
自
分
の
夢

を
実
現
す
る
た
め
の
必
要
額
･
役

員
報
酬
の
見
直
し
な
ど

第
3
回
　
(
4
月
1
 
7
日
)

【
小
さ
く
て
も
儲
か
る
会
社
は
こ

う
つ
く
る
-
】

講
師
三
株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
ミ
-

ト
代
表
取
締
役
　
野
田
宣
成
氏

○
不
況
で
も
明
日
か
ら
儲
か
る
答

え
･
お
客
様
が
飽
き
な
い
7
箇
条
･

商
売
の
テ
ー
マ
な
ど

第
4
回
　
(
4
月
2
 
-
日
)

【
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
と
は
三
-
･
】

講
師
-
ア
ラ
イ
ブ
株
式
会
社
取
締

役
　
伊
藤
善
之
氏

○
お
客
様
が
あ
な
た
の
商
品
を
買

わ
な
い
3
つ
の
理
由
･
今
日
か
ら

す
ぐ
に
で
き
る
こ
と
な
ど

※
各
日
と
も
午
後
7
時
3
0
分
開
会

(
午
後
7
時
-
受
付
開
始
)

申
込
締
切
日
こ
4
月
4
日
(
土
)

問
合
せ
及
び
申
し
込
み
先

(
社
)
竜
ヶ
崎
青
年
会
議
所

担
当
-
岩
下

皿

o

9

0

-

3

2

4

4

-

1

-

3

8

E

メ

-

ル

s
.
i
w
a
s
h
i
t
a
@
r
y
u
g
a
s
a
k
i
i
c
.
o
r
g

広
報
紙
に
掲
載
さ
れ
た
写
真

を
お
分
け
し
ま
す
｡
デ
ー
タ
で
)

申
込
方
法

①
電
子
メ
-
ル
で
､
h
-
s
h
o
㊥
[
o

w
っ
.
i
b
a
｢
a
k
i
-
k
a
w
a
c
J
二
〇
〇
.
｣
p

宛
に
､
件
名
を
｢
写
真
希
望
｣
と
し
､

本
文
に
　
1
 
`
氏
名
､
2
`
住
所
､

3
`
掲
載
月
､
4
.
掲
載
ペ
-
ジ
､

5
二
〇
〇
〇
｣
が
写
っ
て
い
る
写
真
､

と
明
記
し
て
メ
ー
ル
し
て
く
だ
さ
い
｡

※
画
像
サ
イ
ズ
が
約
1
M
B
か
ら

3
M
B
程
度
で
す
｡

②
電
子
媒
体
を
総
務
課
秘
書
室
ま

で
持
参
し
て
く
だ
さ
い
｡

(
c
D
-
R
､
M
O
な
ど
)

/
問
合
せ
先

役
場
総
務
課
秘
書
広
聴
G

Ⅲ
8
4
-
2
1
1
-
(
内
線
1
0
3
)

4
月
か
ら
｢
広
報
か
わ
ち
｣
の

発
行
日
が
変
わ
り
ま
す
‖
‥

｢
広
報
か
わ
ち
4
月
号
｣
　
か
ら

発
行
日
が
変
わ
り
ま
す
｡
こ
れ
ま

で
は
各
区
長
経
由
で
毎
月
第
3
水
･

木
曜
日
で
配
布
し
て
い
ま
し
た
が
､

こ
れ
か
ら
は
原
則
第
-
水
･
木
曜

日
に
変
わ
り
ま
す
｡

こ
れ
か
ら
も
皆
さ
ま
に
見
や
す

く
分
か
り
や
す
い
紙
面
を
目
指
し

内
容
を
充
実
さ
せ
て
い
き
ま
す
の

で
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
｡



農業者支援センターだより

平成20年度第2回目｢全国からのアンケ-ト集｣の発行を始めました｡

今回の｢汚染米の不正な取扱い｣に全国から6, 4 7 1通の応募がありました｡

アンケ-ト集(全6ペ-ジ)は,ブランド米会員に個別に発送するほか,河内町役場･経済課･崖村環

境改善センター･つつみ会館･シルパ-人材センタ- ･河内郵便局･金江津郵便局･生坂郵便局･㈱ふる

さとかわち･直販センタ-ふるさとかわちの各窓口に配布致しました｡ご利用下さい｡

以下は､アンケ-ト集の抜粋です｡

○　河内町農家に望むアンケ-ト集一平成20年度第2回目へ　○

今回は. r汚染米の不正な販売問題等による食の不安問題について河内町の農家に｣言｣という消

費者の声を募集しました｡

H20年10月へH21年1月10日の間､役場HP及び掲載機関9社に掲載し, ｢おかずのいらないかわ

ちのお米｣と｢とねのめぐみ｣を全国へPR(本年度第2回目)を行い河内米の安全安心性を広めまし

た｡

並行してアンケ-トを行ったところ､全国津々浦々から6, 47 1通ありへ　その主なものを抜粋し

アンケート集を作成しました｡

アンケ-トの声は､ ｢毎日食べているお米でさえ安心して食べることが出来なくなってしまった｡｣､

｢崖水省の管理体制の厳格化と業者への検査マニュアルの徹底を図る事が大切である｡｣と汚染米を扱っ

た業者と､それに関わる農林水産省に対する消費者の大きな怒りがあらわに出ていました｡
｢安全でおいしい米｣を望む声が多数を占めるなか,今回も河内町の｢安全･安心｣そして｢美味

しい｣お米を-度食べてみたいとの声が多数ありました｡また,河内叩農家の前向きな姿勢に対する

今後への大きな期待も寄せられております｡

なお. ｢事故米穀の不正規流通問題に関する有識者会議｣では1 1月2 5日､原因究明と責任の所

在を盛り込んだ調査報告書をまとめ,国へ提出しました｡この調査報告書に対する農水省の対応も新

聞細上に掲載されていましたので　次頁にまとめました.参考にして下さい｡

野島町長の言葉

農は国の要である｡農なくして国の繁栄はありません｡

河内町は.どのような問題が発生しようとも全身全霊で農業生産物の安全.安心を守るとの強い姿

勢で邁進し､この姿勢を全国に訴えて行きたい｡

現在､ ｢道徳と良心をなくした日本人｣とも言われ出している｡そこで､河内町の農業生産物の確

実な安全安心を確保する姿勢をアピ-ルする=とから　r日本人は.立派な道徳と良心を持っている｣

と言わせたいですね｡

○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○

資料提供･問合せ先　　河内町農業者支援センタ-　丁H84-2 1 1 1 (内線156)

高度処理型浄化槽の設置義務について
霞ケ浦流域では平成21年4月1日から｢高度処理型浄化槽の設置｣が建築確認の審査要件となり､従来の

｢通常型浄化槽｣では建築基準法による確認済証が交付されなくなります｡

また､不正に通常型浄化槽を設置した場合は.茨城県霞ケ浦水質保全条例による罰則の対象になり±すので

ご注意ください｡

※浄化槽からの放流水を敷地内で処理する場合は.従来どおり通常型浄化槽を設置する=とができます.

問合せ先　　茨城県生活環境部環境対策課　丁各し029-30 1 -2 9 68

土木部都市局建築指導課　丁Eし029-301-4727

広~甜かわぢ
車馬ぐ21牢3月(¥W8の



定　例　舶　載

心配ごと相談

日　　時　4月1日㈱午前10時一正午
4月15日㈱午前10時一午後3時

場　　所　公民館第2分館
問合せ先　河内町社会福祉協議会

曾84-2830

教育相談

日　　時　日･水･木曜日　午後1時へ5時

場　　所　教育委員会事務局
問合せ先1宙84-3322

田84-4730

成田空港に関する相談

日　　時　日一金曜日　午前9時一午後4時

場　　所　㈱ふるさとかわち事務所2階
(河内町長竿1 88)

問合せ先　茨城地域相談センター
曾84-50 1 7

交通事故用談

日　　時　月一金曜日

午前9時一正午午後l時へ4時15分
弁護士相談　毎週水曜日
午後1時一4時(要予約)
土浦合同庁舎本庁舎3F(旭029-823-1123)

巡回相談　毎月第2水曜日
午前10時一正午　午後1時へ3時
龍ヶ崎市役所(冊64-1111)
※弁護士相談･巡回相談は面接のみ

問合せ先　県南地方交通事故相談所
曾029-823-1 1 23

交通事故発生状況
町内の交通事故2月発生状況

(前月比) (累計)

発生件数(人身事故) 1件(±0) (2)

死者数　　　　　　0人(±0) (0)

負傷者数　　　　　1人(-2) (4)

竜ヶ崎警察署調べ

戸　籍　の　窓

おめでた　7人　　　　転入12人

おくやみ12人　　　　転出18人

人口･世帯
平成21年3月1日現在

人　口　10,了了3人　(-ll)

男　　　5,30了人　(-5)

女　　　5,466人　(-6)

世帯数　　3,403世帯(-3)

役　　　　場創4-2111教育委員会学校教育G創4-3322

郡　市上下腫GqP84-2361事務局生涯瑠G篭4捲3
整備課建設蹴G曾84-2921福祉センタ-創4-3699

つ　つ　み　会　館曾86-3740保健セ　ン　タ　-曾84-4486

地域包括支援センタ- qP60-4071防(峯墓雷)ちa84-2212

社会福祉惚議会曾84-2830シルパ-人材センタ-曾84-5455

稲敷地区
龍ヶ崎地区

内　科　　　　　外　科

5日欝99_!J9F_完o,7

12目名loi2詫:J4_=2読?　3月15日現在､ 4月以降の

1 9日豊i2L9E899!J_5詔
休日当番医が未定のため､ 4

月分は4月1日号に5月分と

26日無謀雑細　あわせて掲載いたします｡

角崎クリニック
29日1ふ029了-87-6030

※休日当番医は変更することがあります｡

診療を受ける際は､必ず電話でこ確認ください｡

県救急医京愉報システム: 24時間お医者さんを探すことができます｡

救急医療情報コントロ-ルセンタ-　曾029-241-41 99

救急医廉情報システム
ホ-ムぺ-ジ　http //wqCIPrefibarakl JP/

携帯サイト　httpノ/qq p｢eflba｢aki ｣P/kt/

資　源　回　収　日　;燃えないごみ収集日

A地区　7･21 C地区14･28　A地区　　　　C地区

=

B地区　9 ･23　D地区　2･16･30　B地区　　　　D地区

し｣�蓼��.倅��5�ｼｩz%�

25

粗大ごみの予約収集日

全地区　毎週月･水,金曜日　　　4月中の予約-5月2日

広殻かみち
平成21年3月/用的8の


